
説明資料

THANKS（サンクス）運動とは

県内18の民間福祉関係機関・団体が推進団体となり、

（T）地域の（H）人々が（A）明るい（N）ネットワークを

（K）きずき（S）支え合う社会
の実現を目指す県民運動。(第Ⅰ期 H29-Ｒ3、第Ⅱ期Ｒ4-Ｒ9)

協賛団体等

運動の実施体制

推進会議

幹事会

事務局

（県社協）

〈役割〉

住民主体の支え合い活動
の推進

地域課題を関係機関が
連携して対応

コミュニティソーシャル
ワーカーの配置・育成

運動推進の３つの柱

寄附・寄贈

基金への
寄附

運動のPR 社会貢献活動

〈対象〉
運動の趣旨に賛同する企業・団体・個人

〈加入のメリット〉
・協賛団体として名義・ロゴを使用してPRすることによる企業・ 団体
のイメージアップ

・運動への協力による社会貢献活動の推進

THANKS（サンクス）運動基金 （令和5年6月創設）

協賛団体以外の
個人・企業から
の運動への寄附

加入
案内

〈趣旨〉
THANKS（サンクス）運動をより一層 県民の皆様の協力と賛
同を得ながら推進するため基金を創設。基金を活用して、
運動推進にかかる取り組みへ活動助成を行う。ヤングケア
ラーや生活困窮などの制度の狭間の課題に対応する団体の活
動等を対象とする。助成額や具体的スケジュールはTHANKS
（サンクス）運動幹事会で決定する。

寄附金 募集案内 審 査 活動助成

協賛団体
加入促進

協賛団体への加入申請
については、ホーム
ページを参照のうえ、
県社協地域福祉部へ
ご連絡ください。

本件に関する問合わせ
THANKS（サンクス）運動推進会議（事務局：県社協地域福祉部）

電話 098-887-2000 E-mail：i-tiiki@okishakyo.or.jp

サンクス運動

第Ⅱ期運動で加入促進を重点化

第Ⅰ期運動で大きな成果

ロゴマーク（H30に県民公募で決定）

協賛団体の寄附・寄贈、
取り組みの好事例は
広報誌やセミナーで
周知を図り、さらなる
加入促進につなげます。


	スライド 1

